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広 報 

 

海の安全運動：４月１７日～５月６日 
（ゴールデンウィーク期間中の海難防止対策の徹底について） 

 

清水海上保安部では、ゴールデンウィーク期間を含む４月１７日から５月６日までの

間、船舶海難やマリンレジャーに伴う海浜事故を防止するため、次の事項を重点に「海

の安全運動」を実施します。 

 

重点事項 

１ 見張り不十分または操船不適切による衝突海難の防止 

プレジャーボート愛好者・漁業関係者等に対し、常時適切な見張りを行い早めの回

避等の実施 

２ 発航前点検の励行による機関故障及び運航阻害（バッテリー過放電、燃料欠乏等）

海難の防止 

プレジャーボート愛好者・漁業関係者等に対し、発航前点検の励行 

３ 自己救命策の確保の徹底 

海事・漁業関係者をはじめ、マリンレジャー愛好者に対し、ライフジャケットの常

時着用・連絡手段（携帯電話等）の確保・１１８番の有効活用 

 

この期間中、船舶への立入検査、漁業協同組合及びマリーナ等への訪問を行い、重点

事項について注意を呼びかけていきます。 

 

 

参考事項 

昨年、静岡県周辺海域におけるゴールデンウィーク期間中のマリンレジャー活動に伴

う船舶事故（プレジャーボート等）は３隻、うち死者・行方不明者は０人で、人身事故

者数（プレジャーボート等乗船中の事故及びマリンレジャー活動に伴う海浜事故）は５

人、うち死者・行方不明者は０人でした。 

 

 

 

 

 


